
○上野原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成１７年６月３０日

規則第１５２号

改正 平成１８年１２月２０日規則第３６号

平成１９年３月２８日規則第２号

平成３１年３月１９日規則第８号

（趣旨）

第１条 この規則は、上野原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１

７年上野原市条例第２０５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。

（指定管理者の募集）

第２条 条例第２条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

（１） 公の施設の概要

（２） 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

（３） 指定管理者が管理する期間

（４） 利用料金に関する事項

（５） 申請の資格

（６） 申請受付期間

（７） 申請に必要な書類

（８） 選定の基準

（９） その他市長等が必要と認める事項

２ 前項の公募は、公示するとともに、市の広報紙、ホームページへの掲載等必要な措置

を講じなければならない。

（申請資格）

第３条 条例第３条の申請をすることができる団体等は、次の各号のいずれにも該当しな

いものとする。

（１） 法律行為を行う能力を有しないもの

（２） 破産者で復権を得ないもの

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同項を

準用する場合を含む。）の規定により市における一般競争入札等の参加を制限されて

いるもの

（４） 国税及び地方税を滞納しているもの

２ 前項の団体等については、法人格の有無は問わない。

３ 前２項に掲げるもののほか、申請資格については、指定管理者を募集する公の施設に

応じてその都度定める。

（申請書等）

第４条 条例第３条の規則で定める申請書は、上野原市公の施設の指定管理者の指定申請

書（様式第１号）とする。

２ 条例第３条第２号の市長等が特に必要なものとして規則で定める書面は、次のとおり

とする。



（１） 第３条第１項第１号及び第２号のいずれにも該当しないことを証する書類

ア 法人にあっては、当該団体等の定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書

イ 非法人にあっては、当該団体等の規約及び代表者の身分証明書

（２） 申請資格に関する申立書（様式第２号）

（３） 国税及び地方税の納税証明書（募集の開始日以降に交付されたもの。）又は国

税及び地方税に関する申立書（様式第３号）

（４） 管理に係る収支計画書

（５） 当該団体等の経営状況を示す書類

ア 前事業年度の収支（損益）計算書又はこれに相当する書類（既に財産的取引活動

をしている団体等に限る。）

イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類（作成している

ものに限る。）

ウ 現事業年度の収支予算書及び事業計画書（既に財産的取引活動をしている団体等

及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体等に限

る。）

エ 事業報告書を作成している場合は、当該事業報告書

（６） その他市長等が必要と認める書類

（指定管理者選定審査会の組織）

第５条 条例第４条第３項の上野原市公の施設の指定管理者選定審査会（以下「審査会」

という。）は、６人以内の委員をもって組織する。

２ 委員は、副市長を含む市の職員及び識見を有する者で構成し、市長が委嘱又は任命す

る。

（委員長）

第６条 審査会に委員長を置き、委員長には副市長をもって充てる。

２ 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員

が、その職務を代理する。

（会議）

第７条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

２ 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることがで

きる。

（審議）

第８条 審査会は、指定管理者の指定の申請をした団体等に係る当該申請の内容を審議し、

指定管理者の候補者の選定について市長等に意見を述べるものとする。

（庶務）

第９条 審査会の庶務は、総務部財政経営課において処理する。

（指定の通知）



第１０条 条例第６条の規定により指定管理者を指定したときは、上野原市公の施設の指

定管理者の指定通知書（様式第４号）により通知するとともに、その旨を告示するもの

とする。

（協定の締結事項）

第１１条 条例第７条の規定による協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

（１） 指定期間に関する事項

（２） 事業計画に関する事項

（３） 管理の基準に関する事項

（４） 利用料金に関する事項

（５） 業務報告及び事業報告に関する事項

（６） 管理費用に関する事項

（７） 指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項

（８） 管理に当たって保有する個人情報の保護及び情報公開に関する事項

（９） その他市長等が必要と認める事項

（その他）

第１２条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に

定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成１８年１２月２０日規則第３６号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成１９年３月２８日規則第２号）抄

（施行期日）

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成３１年３月１９日規則第８号）

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。




